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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年６月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成３０年２月１６日 １７時４０分ごろ 

発生場所 沖縄県中城
なかぐすく

湾港津
つ

堅
けん

地区 

津堅島灯台から真方位１９９°５２０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°１４.７′ 東経１２７°５６.１′） 

事故の概要  旅客船フェリーくがには、離岸作業中、岸壁に衝突した。 

 フェリーくがには、旅客２人が負傷し、左舷船尾部に擦過傷を生

じ、また、岸壁のコンクリートに欠損を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

旅客船 フェリーくがに、１３６トン 

１４０８２１、有限会社神谷観光（Ａ社） 

３９.３０ｍ×８.３０ｍ×２.６８ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、７３４kＷ（合計）、平成２０年７月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１７年１０月２７日

免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１０月１９日 

免状有効期間満了日 平成３２年１０月２６日 

 死傷者等 重傷 １人（旅客Ａ）、軽傷 １人（旅客Ｂ） 

 損傷 本船 左舷船尾部に擦過傷 

岸壁 コンクリートに欠損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南～南西、風速 約７～８m/s、視界 良

好 

海象：海上 平穏、潮汐 満潮時 

日没時刻：１８時２２分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人（以下「甲板員Ａ」、「甲板員Ｂ」及び「機関

長」という。）が乗り組み、旅客Ａ及び旅客Ｂほか１６６人を乗せ、

沖縄県うるま市平
へ

敷
しき

屋
や

漁港に向け、中城湾港津堅地区（以下「津堅地

区」という。）の北東側にある岸壁に船首着けした状態から離岸作業

を開始した。 
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本船は、右舷船首の係留索を放ち、船首のランプドアが揚収され、

船長が、単独で操船にあたり、船尾方に出入航する船舶がいないこと

を確認して、左舷側の舵を右約３５度及び右舷側の舵を左約３５度に

それぞれとり、左舷主機を回転数毎分（rpm）約８００～１,０００の

後進に、右舷主機を約６００rpm の前進として、船首を船尾方の‘津

堅地区西側の出入口’（以下「本件出入口」という。）付近に向けるつ

もりで後進しながら左回頭を始めた。 

船長は、南～南西風を受けているので、本船が圧流されると思い、

津堅地区の防波堤（北）前面にある浅瀬に近づき過ぎないよう魚群探

知機で水深を、及び目視で同防波堤までの距離をそれぞれ確認し、後

進しながら左回頭を続けていたところ、平成３０年２月１６日１７時

４０分ごろ衝撃を感じた。 

船長は、体が後側によろけ、本船の左舷船尾部が‘津堅地区南東側

の岸壁’（以下「本件岸壁」という。）に衝突したことを知り、左舷主

機を前進にして本件岸壁から離れ、本件出入口に向かった。 

旅客Ａは、車両甲板の中央部右舷側で船首方に向いて立ち、家族と

話をしていたところ、衝突の衝撃で、臀部から車両甲板に倒れた。 

旅客Ｂは、車両甲板の船尾側で船首方に向いて立ち、友人と話をし

ていたところ、衝突の衝撃で、体が後方に飛ばされ、車両甲板の後壁

に当たって倒れた。 

甲板員Ａは、旅客Ａ及び旅客Ｂが負傷していることを認め、１１９

番で救急車を要請するとともにＡ社に本事故の発生を報告した。 

船長は、本件出入口を通過したとき、車両甲板で旅客が集まってい

る監視カメラの映像を認め、昇橋してきた甲板員Ｂから負傷者が発生

しているとの報告を受けて、当直を交替して負傷者の状況を確認した

後、再度昇橋して平敷屋漁港に向けて続航し、同漁港の岸壁に着け

た。 

旅客Ａ及び旅客Ｂは、救急車によって病院に搬送され、旅客Ａが第

１２胸椎圧迫骨折、第２及び第３腰椎圧迫骨折、旅客Ｂが頸
けい

後頭部打

撲傷、頸
けい

部打撲傷及び肩打撲傷とそれぞれ診断され、帰宅後、旅客Ａ

が通院治療を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 本事故当時の旅客Ａ及び旅

客Ｂが立っていた場所、写真１ 本件岸壁の損傷状況、写真２ 津

堅地区の港内状況、写真３ 本船、写真４ 左舷船尾部の損傷状

況、写真５ 車両甲板、写真６ 右舷側のバックミラー 参照） 

 その他の事項 津堅地区平面図によれば、港奥から南西方に延びた長さ約１００ｍ

の本件岸壁、本件岸壁北端から北西方に順に幅約１０ｍのスロープ、

約９０ｍの岸壁、約５５ｍの護岸があり、防波堤（北）、本件岸壁及

び南東側の岸壁に囲まれた海域に本件出入口に向かう長さ約２８５

ｍ、幅約７５ｍ、水深約３ｍの水路がある。 
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本船は、低潮時にはスロープに、本事故当時にはスロープに接する

北東側の岸壁に船首ランプドアを降ろしていた。 

本船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約２.３ｍであった。 

本船は、船首から順に船首ランプドア、車両甲板、上甲板の客室が

配置され、その客室の上に２階客室があり、車両甲板及び２階客室の

上に船橋甲板があって船首側に船橋が配置されていた。 

Ａ社は、ふだん津堅地区と平敷屋漁港との間を２隻の船舶を用いて

１日５回往復運航し、第１便目に高速船を、第２～４便目に本船を、

第５便目に高速船を運航していたが、本事故当日、旧正月で旅客が多

かったので、第５便目は高速船をやめて、旅客定員が多い本船とし

た。 

本船の旅客定員は、１７０人（椅子席８６人、立席８４人）であっ

た。 

Ａ社の安全管理規程によれば、船長は、原則として、離岸後着岸す

るまでの間、自動車の運転者又は監視人以外の旅客が車両区域に立入

ることを禁止する処置を講じなければならないと記載されている。 

船長は、本事故当時、車両を積載しておらず、旅客が多かったの

で、車両区域への立入りを禁止していなかった。 

旅客Ａの家族及び旅客Ｂは、本事故当時、周囲にいた旅客が倒れて

いるのを認めた。 

甲板員Ａは、付近の手摺
す

りに掴
つか

まりながら揚収した船首ランプドア

に固定ピンを差し込んでいたところ、衝突の衝撃を受け、車両甲板を

見ると尻餅をついている旅客Ａを認めた。 

甲板員Ｂは、船首ランプドアの操作を行い、甲板員Ａの作業を見て

いたところ、衝突の衝撃を受けたので、付近の手摺りに掴まった。 

機関長は、船首ランプドアが揚収され、船内の見回りを行っていた

ところ、２階客室の後方で衝突の衝撃を受け、船内を回ってほかに負

傷者がいないことを確認して船長に報告した。 

船長は、ふだん後進しているとき、船橋船尾側の窓、船橋の右舷船

首及び左舷船首に備え付けたバックミラーを見て、船尾方の障害物へ

の接近状況を確認していたが、慣れた港であり、離岸を開始するとき

に船尾方を視認しただけで、後進中に船尾方を見ていなかったと本事

故後に思った。 

船長は、後進しながら左回頭した際、ふだん南～南西風を受けると

きと同じように操船して本件岸壁の南方に向かっているつもりであっ

たが、本件岸壁に近づいて衝突したので、左舷主機の後進推力がふだ

んよりも強かったのではないかと本事故後に思った。 

本船は、船橋と船首尾部との間で通話する船内通信装置が設置され

ていたが、本事故当時、故障して船橋からの送話ができない状態であ

った。 
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船長は、約１０年間本船に乗り組み、離着岸作業の経験が豊富であ

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、津堅地区において、船首着けした状態から右舷主機を前

進、左舷主機を後進として、後進しながら左回頭中、船長が、南～南

西風を受けると圧流されると思い、防波堤前面の浅瀬への接近状況に

注意を向け、船尾方の本件岸壁への接近状況を確認していなかったこ

とから、左舷船尾部が本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

船長は、ふだん南～南西風を受けるときと同じように操船して本件

岸壁の南方に向かっているつもりであったものと考えられる。 

本船は、左舷主機の後進推力がふだんよりも強かったことから、本

件岸壁に近づいたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、津堅地区において、船首着けした状態から右舷

主機を前進、左舷主機を後進として、後進しながら左回頭中、船長

が、南～南西風を受けると圧流されると思い、防波堤前面の浅瀬への

接近状況に注意を向け、船尾方の本件岸壁への接近状況を確認してい

なかったため、左舷船尾部が本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、出港時に船首尾に見張り員を配置し、船内通信

装置を使用して船橋と船首尾部との間で連絡を行うこととともに、航

行中に車両区域への出入りを禁止する掲示を行うなどの措置を講じ

た。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・定期的に出入港する港であっても、後進中、後方の見通しが悪い

場合は、船尾部に見張り員を配置して、船橋と船尾部との間で十

分に連絡をとりながら操船すること。 

・慣れた港であっても、慎重に操船すること。 

・航行中、旅客が車両甲板に立ち入らないようにすること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２  本事故当時の旅客Ａ及び旅客Ｂが立っていた場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 津堅地区の港内状況 

写真４ 左舷船尾部の損傷状況 

写真６ 右舷側のバックミラー 写真５ 車両甲板 

写真１ 本件岸壁の損傷状況 

写真３ 本船 

本件出入口 

本事故当時

の着岸場所

上甲板（一般配置図抜粋） 

旅客Ａ 

旅客Ｂ 


